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於：女性第一・第二研修室  
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     議事日程     令和８年５月２７日（水）１６時００分   

女性第一・第二研修室 

 

１ 開 会 

２ 会議成立の宣告  

３ 会議録署名者の指名 

４ 会議の公開等について 

５ 議案審査順 

公開予定（案） 

定第１６号議案 代決処分の承認を求める件 

〔鹿児島市教育委員会事務局等の職員の任免について〕 

非公開予定（案） 

定第１７号議案 鹿児島市公民館運営審議会委員の委嘱の件 

定第１８号議案 令和８年度鹿児島市一般会計補正予算（第１号）（教育委員会関係分）

に係る議案についての意見に関する件 

報告事項(1)   鹿児島市学校規模適正化・適正配置基本計画検討委員会の設置等につ

いて 

報告事項(2)   鹿児島市文化財保存活用地域計画素案に係るパブリックコメント手続

の実施結果について 

報告事項(3)   教育委員会所管施設の指定管理者募集について 

報告事項(4)   鹿児島商業高等学校の活性化について 

報告事項(5)   鹿児島商業高等学校の推薦入試について 

報告事項(6)   市立学校におけるいじめの重大事態の発生について 

６ その他 

７ 閉 会
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                           定第１ ６ 号議案 

 

   代決処分の承認を 求める 件 

 

鹿児島市教育委員会の事務局及び教育機関の職員の任免について、 鹿児島市教育委員会事務

委任等規則第４ 条第１ 項の規定に基づき 、 別紙のと おり 代決し たので、 同条第２ 項の規定によ

り 、 こ れを 報告し 、 その承認を 求める 。  

 

   令和８ 年５ 月２ ７ 日               提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

                           教育長 原之園 哲哉 

 

 

 

 

（ 参  照）  

 

鹿児島市教育委員会事務委任等規則（ 抜粋）  

（ 鹿児島市教育委員会教育長に対する 委任事務）  

第２ 条 地方教育行政の組織及び運営に関する 法律（ 昭和３ １ 年法律第１ ６ ２ 号。 以下「 法」

と いう 。 ） 第２ ５ 条第１ 項及び第２ 項の規定によ り 、 教育委員会は、 次に掲げる 事務、 第６

条の事務及び鹿児島市教育委員会事務補助執行規程（ 平成９ 年教育委員会訓令第１ 号。 以下

「 教育委員会事務補助執行規程」 と いう 。 ） の規定によ り 市長の事務部局の職員に補助執行

さ せる 事務を 除き 、 その権限に属する 事務を 鹿児島市教育委員会教育長（ 以下「 教育長」 と

いう 。 ） に委任する 。  

( 1) ～( 3)  略す 

( 4)  教育委員会及び教育委員会の所管に属する 学校その他の教育機関の職員の任免その他の

人事に関する こ と 。  

( 5) ～( 20)  略す 

（ 代決）  

第４ 条 教育長は、 緊急止むを 得ないと き は、 第２ 条各号の教育委員会の権限に属する 事務を

代行する こ と ができ る 。  

２  教育長は、 前項の規定によ り 教育委員会の権限に属する 事務を代行し たと き は、 すみやか

に教育委員会に報告し 、 その承認を 受けなければなら ない。  
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新 旧

( 　 一　 般　 職　 員　 )

保健体育課 総務課付 今村　 文哉

鹿児島市教育委員会事務局等職員人事異動
( 令和8年5月1日付）

氏　 　 　 　 名
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